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令 和 ６ 年 ３ 月 2 6 日 

第245回都市計画審議会 

  

補助第 76 号線の都市計画変更素案について 

 

１ 概要 

  東京都市計画道路幹線街路補助線街路第 76 号線は、文京区音羽一丁目から豊島

区目白一丁目、新宿区下落合三丁目を経由し、練馬区関町北四丁目（西東京市境）

に至る延長約 15,240ｍの道路である。 

  東京都は、このうち新宿区および中野区において、隅切り部のみが未完成となっ

ている箇所について、隅切り部を現道に合わせるなどの計画変更を行うこととした。 

また、本都市計画道路の存する文京区、豊島区、新宿区、中野区、杉並区、練馬

区の全線にわたり車線数を２車線および４車線に定める。 

 

２ 都市計画変更の内容 

⑴ 隅切り部の変更予定箇所 

ア 新宿区西落合一丁目、西落合二丁目および西落合三丁目各地内 

イ 中野区松が丘二丁目、江古田二丁目、沼袋二丁目および江古田四丁目各地内 

⑵ 延長の変更 

15,240ｍ → 15,290ｍ 

⑶ 車線数の決定（全線） 

２車線および４車線（練馬区内は２車線） 

 

３ これまでの経過および今後の予定 

令和６年３月11日 都市計画変更素案のオープンハウスの開催（東京都） 

３月26日 練馬区都市計画審議会へ変更素案を報告 

４月以降 東京都から意見照会 

都市計画変更案の公告・縦覧、意見書受付（東京都） 

練馬区都市計画審議会へ諮問 

東京都へ意見回答 

東京都都市計画審議会へ付議（東京都） 

都市計画変更・告示（東京都） 

   

４ 添付資料 
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報 告 事 項 ２ 

説  明  資  料 



 
 

 

報 告 事 項 ２ 

参 考 資 料 

幹線街路補助線街路第 76 号線（区域変更予定箇所） 

東京都資料より引用・一部加筆 

練馬区区間（一部、中野区および杉並区） 

行政境界 

高速道路 

主な都市計画道路 

幹線街路補助線街路第 76 号線（概成区間） 

幹線街路補助線街路第 76 号線（完了区間） 
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